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(57)【要約】
【課題】パラシュートの開傘によって飛翔体の飛翔速度
が超音速から音速以下に低下するときに、引張荷重を受
けても吊索接続部が本体部に対してスムーズに回転する
ことができ、吊索の捩れが元に戻る際に生じるロールモ
ーメントが取付部や運搬物に伝達されることがなく、運
搬物がカプセルに対して回転することがなく、飛翔体の
各部が損傷を受けることがなく、パラシュートが確実に
開傘し、飛翔体の飛翔速度を確実に低下させることがで
きるようにする。
【解決手段】カプセル、及び、カプセル内に収納された
運搬物を備える飛翔体を超音速から減速させるパラシュ
ートを取り付けるパラシュート取付装置であって、取付
部を介して運搬物又はカプセルに取り付けられる本体部
と、パラシュートの吊索が接続される吊索接続部と、吊
索接続部を本体部に対して回転可能に取り付けるスラス
ト軸受とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）カプセル、及び、該カプセル内に収納された運搬物を備える飛翔体を超音速から減
速させるパラシュートを取り付けるパラシュート取付装置であって、
（ｂ）取付部を介して前記運搬物又はカプセルに取り付けられる本体部と、
（ｃ）前記パラシュートの吊索が接続される吊索接続部と、
（ｄ）該吊索接続部を本体部に対して回転可能に取り付けるスラスト軸受とを有すること
を特徴とするパラシュート取付装置。
【請求項２】
前記パラシュートは、第一段で開傘する一段目パラシュート及び第二段で開傘する二段目
パラシュートを含み、前記飛翔体を二段階で減速させる請求項１に記載のパラシュート取
付装置。
【請求項３】
前記スラスト軸受は、ステンレス鋼から成る転動体を備えるとともに、潤滑剤を含まない
請求項１に記載のパラシュート取付装置。
【請求項４】
前記本体部は、取付部に分離可能に接続された二次本体部及び該二次本体部に分離可能に
接続された一次本体部を含み、
該一次本体部には、一段目パラシュートの吊索が接続される吊索接続部が一次スラスト軸
受を介して回転可能に取り付けられ、
前記二次本体部には、二段目パラシュートの吊索が接続される吊索接続部が二次スラスト
軸受を介して回転可能に取り付けられる請求項２に記載のパラシュート取付装置。
【請求項５】
前記カプセルは前記パラシュートの開傘を制御する制御装置を備え、
前記本体部には前記制御装置に一端が接続される接続ハーネスの他端が接続される請求項
１に記載のパラシュート取付装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パラシュート取付装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空中を飛翔（しょう）する飛翔体においては、飛翔速度を減速させる減速手段と
してのパラシュートが取り付けられている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この場合、飛翔体の飛翔中に収納された状態のパラシュートを開傘させると、パラシュ
ートの吊（ちょう）索が捩（ねじ）れた状態でパラシュートが開傘する。なお、パラシュ
ートは空気流によって収納された状態から引き出されて開傘するので、吊索の捩れが完全
に生じないようにパラシュートの開傘を制御することは不可能である。そして、吊索が捩
れた状態でパラシュートが開傘すると、傘体の空気抵抗によって引張荷重が発生し、該引
張荷重により、吊索の捩れは元に戻って解消する。このように、吊索の捩れが元に戻る際
に、パラシュートを飛翔体に取り付けるためのパラシュート取付装置には引張荷重ととも
にロールモーメントが加えられる。
【０００４】
　そして、このようなロールモーメントが適切に吸収されないと、種々の問題が発生する
。例えば、ロールモーメントがパラシュート取付装置を飛翔体に取り付ける取付部に伝達
されると、該取付部が破損してしまうことがある。また、飛翔体自体が回転してしまい、
飛翔体の姿勢が不安定になってしまうことがある。
【０００５】
　そこで、パラシュート取付装置の内部にグリス封入型の軸受を配設して、ロールモーメ
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ントを吸収するようになっている。
【特許文献１】特開昭５８－１２２２９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来のパラシュート取付装置は、グリス封入型の軸受を配設してい
るので、特に飛翔体が長期間に亘（わた）って保管された場合には、グリスが固化して軸
受が適切に回転しなくなるので、ロールモーメントを十分に吸収することができなくなっ
てしまう。また、軸受として、いわゆるラジアル型のボールベアリングを使用しているの
で、引張荷重が大きい場合には、軸受が適切に回転しなくなる恐れがある。
【０００７】
　もっとも、前記従来のパラシュート取付装置は、音速以下の比較的低速で飛翔する飛翔
体に取り付けられるものであるため、開傘した傘体が受ける空気抵抗は比較的小さく、そ
のため、引張荷重及びロールモーメントが小さいので、軸受がラジアル型のボールベアリ
ングであってもさほど問題がなく回転し、また、軸受が回転しなくても大きな問題となら
ないとも考えられる。
【０００８】
　しかし、超音速のような高速で飛翔する飛翔体に取り付けられるパラシュート取付装置
の場合、パラシュートによって超音速から音速以下の低速にまで大きく減速させる必要が
あるので、引張荷重及びロールモーメントが大きなものとなる。そのため、軸受がラジア
ル型のボールベアリングであると、適切に回転しなくなる恐れがある。そして、軸受が回
転しないと、パラシュート取付装置の取付部にロールモーメントが加わり、取付部が破損
する恐れがある。
【０００９】
　さらに、超音速で飛翔する飛翔体では、運搬物の保護のために運搬物をカプセル内に収
容するようになっているが、パラシュートは運搬物又はカプセルに取り付けられるので、
前記軸受が回転しないと、運搬物がカプセルに対して回転してしまい、運搬物とカプセル
とを接続する部材が破断してしまう恐れがある。
【００１０】
　本発明は、前記従来のパラシュート取付装置の問題点を解決して、超音速で飛翔する飛
翔体のカプセル内に収納された運搬物又はカプセルにパラシュートを取り付けるパラシュ
ート取付装置の本体部に、吊索を接続する吊索接続部をスラスト軸受を介して回転可能に
取り付けるようにして、パラシュートの開傘によって飛翔体の飛翔速度が超音速から音速
以下に低下するときに、引張荷重を受けても吊索接続部が本体部に対してスムーズに回転
することができ、吊索の捩れが元に戻る際に生じるロールモーメントが取付部や運搬物に
伝達されることがなく、運搬物がカプセルに対して回転することがなく、飛翔体の各部が
損傷を受けることがなく、パラシュートが確実に開傘し、飛翔体の飛翔速度を確実に低下
させることができるパラシュート取付装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そのために、本発明のパラシュート取付装置においては、カプセル、及び、該カプセル
内に収納された運搬物を備える飛翔体を超音速から減速させるパラシュートを取り付ける
パラシュート取付装置であって、取付部を介して前記運搬物又はカプセルに取り付けられ
る本体部と、前記パラシュートの吊索が接続される吊索接続部と、該吊索接続部を本体部
に対して回転可能に取り付けるスラスト軸受とを有する。
【００１２】
　本発明のパラシュート取付装置においては、さらに、前記パラシュートは、第一段で開
傘する一段目パラシュート及び第二段で開傘する二段目パラシュートを含み、前記飛翔体
を二段階で減速させる。
【００１３】
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　本発明のパラシュート取付装置においては、さらに、前記スラスト軸受は、ステンレス
鋼から成る転動体を備えるとともに、潤滑剤を含まない。
【００１４】
　本発明のパラシュート取付装置においては、さらに、前記本体部は、取付部に分離可能
に接続された二次本体部及び該二次本体部に分離可能に接続された一次本体部を含み、該
一次本体部には、一段目パラシュートの吊索が接続される吊索接続部が一次スラスト軸受
を介して回転可能に取り付けられ、前記二次本体部には、二段目パラシュートの吊索が接
続される吊索接続部が二次スラスト軸受を介して回転可能に取り付けられる。
【００１５】
　本発明のパラシュート取付装置においては、さらに、前記カプセルは前記パラシュート
の開傘を制御する制御装置を備え、前記本体部には前記制御装置に一端が接続される接続
ハーネスの他端が接続される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、パラシュート取付装置は、超音速で飛翔する飛翔体のカプセル内に収
納された運搬物又はカプセルにパラシュートを取り付けるために使用され、その本体部に
、吊索を接続する吊索接続部をスラスト軸受を介して回転可能に取り付けるようになって
いる。これにより、パラシュートの開傘によって飛翔体の飛翔速度が超音速から音速以下
に低下するときに、引張荷重を受けても吊索接続部が本体部に対してスムーズに回転する
ことができ、吊索の捩れが元に戻る際に生じるロールモーメントが取付部や運搬物に伝達
されることがなく、運搬物がカプセルに対して回転することがなく、飛翔体の各部が損傷
を受けることがなく、パラシュートが確実に開傘し、飛翔体の飛翔速度を確実に低下させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】
　図１は本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置を有する飛翔体を示す図、図
２は本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置の断面図、図３は本発明の実施の
形態におけるパラシュート取付装置の軸受を示す図である。なお、図３において、（ａ）
は正面図、（ｂ）は背面図、（ｃ）は側面図、（ｄ）は側断面図である。
【００１９】
　図において、２０は本実施の形態におけるパラシュート取付装置であり、飛翔体１０に
取り付けられる。該飛翔体１０は、空中を超音速で飛翔するものであれば、いかなる種類
のものであってもよい。
【００２０】
　そして、運搬物１２は、図１に示されるように、カプセル１１内に収容されている。な
お、図１において、カプセル１１は、説明の都合上、その長手方向（図１における横方向
）に沿って切断した断面が示されている。前記カプセル１１は、運搬物１２を保護するた
めの部材であり、先端（図１における左端）が円錐（すい）形状であり、後端（図１にお
ける右端）が開放された筒状の形状を備え、運搬物１２の周囲を覆うようになっている。
そして、運搬物１２は、固定部材１３によってカプセル１１内に固定される。
【００２１】
　また、運搬物１２の後端にはパラシュート取付装置２０が取り付けられている。該パラ
シュート取付装置２０は、その内部に飛翔体１０を減速させる減速手段としてのパラシュ
ートを備える。該パラシュートは、パラシュート取付装置２０から引き出されると開傘し
、空気抵抗によって飛翔体１０を超音速から音速以下の速度にまで減速させる。なお、前
記パラシュートは、単数であってもよいし、複数であってもよいが、本実施の形態におい
ては、第一段で開傘する一段目パラシュートとしての一次傘３１と、第二段で開傘する二
段目パラシュートとしての二次傘４１とから成るものとして説明する。この場合、後述さ
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れるように、まず、一次傘３１が開傘して飛翔体１０を減速させ、続いて、二次傘４１が
開傘して飛翔体１０を更に減速させるようになっている。なお、前記カプセル１１内には
、一次傘３１及び二次傘４１の開傘動作を制御するための後述される制御装置５９が配設
されている。さらに、前記パラシュート取付装置２０は、運搬物１２でなく、カプセル１
１に取り付けることもできるが、本実施の形態においては、説明の都合上、運搬物１２に
取り付けた例についてのみ説明する。
【００２２】
　本実施の形態において、パラシュート取付装置２０は、図２に示されるように、一次傘
３１を収納して保持する一次傘保持部３０、該一次傘保持部３０より前方に配設された二
次傘４１を収納して保持する二次傘保持部４０、本体部２１、及び、該本体部２１を運搬
物１２の後端に取り付けるための取付部２４を有する。該取付部２４は、例えば、雌ねじ
を備える一種のナットであり、運搬物１２の後端に形成された図示されない雄ねじ部材に
螺（ら）合する。これにより、パラシュート取付装置２０と運搬物１２とは長手方向にず
れないように互いに拘束され、一次傘３１及び二次傘４１からの数トン程度の急激な引張
荷重がパラシュート取付装置２０から運搬物１２に確実に伝達され、飛翔体１０を減速さ
せることができる。なお、前記取付部２４には、運搬物１２との相対的回転を防止するた
めのストッパ２５が接続されている。
【００２３】
　また、前記本体部２１は、一次傘保持部３０に対応する一次本体部２１ａ及び二次傘保
持部４０に対応する二次本体部２１ｂから成り、該二次本体部２１ｂは、二次傘リリース
機構２２ｂによって取付部２４の後端に分離可能に接続され、一次本体部２１ａは、一次
傘リリース機構２２ａによって二次本体部２１ｂの後端に分離可能に接続されている。
【００２４】
　そして、前記一次本体部２１ａには、一次傘３１が接続される一次傘ハウジング３２が
、一次傘回転機構としての一次スラスト軸受３４を介して、回転可能に取り付けられてい
る。なお、前記一次傘ハウジング３２は、一次傘３１の吊索としての後述される一次吊索
３１ａの基端が接続される吊索接続部としての一次傘取付リング３３を備える。
【００２５】
　前記一次スラスト軸受３４は、具体的には、図３に示されるような構造を備えるスラス
ト玉軸受であり、軌道輪としての第一軸受ハウジング５１及び第二軸受ハウジング５２、
並びに、第一軸受ハウジング５１及び第二軸受ハウジング５２の間に介在する転動体とし
て複数のボール５３を有する。ここでは、第一軸受ハウジング５１が一次本体部２１ａに
取り付けられ、第二軸受ハウジング５２が一次傘ハウジング３２に取り付けられるものと
する。
【００２６】
　このような構造を備える一次スラスト軸受３４が一次本体部２１ａと一次傘ハウジング
３２との間に取り付けられているので、一次傘３１が開傘したときに一次傘取付リング３
３が受ける引張荷重のようなパラシュート取付装置２０の前後方向（図３（ｃ）及び（ｄ
）における横方向）の荷重、すなわち、スラスト荷重を受けてもスムーズに回転すること
ができる。すなわち、一次傘取付リング３３が受ける引張荷重によって、一次傘ハウジン
グ３２が図２における右向きの力を受け、一次傘ハウジング３２に取り付けられた第二軸
受ハウジング５２が一次本体部２１ａに取り付けられた第一軸受ハウジング５１に対して
押圧されても、第一軸受ハウジング５１及び第二軸受ハウジング５２の間に介在するボー
ル５３が転動することによって、第二軸受ハウジング５２が第一軸受ハウジング５１に対
してスムーズに回転することができる。
【００２７】
　本実施の形態においては、一次スラスト軸受３４にグリス等の潤滑剤が付与されていな
い、すなわち、潤滑剤を含まないものである。また、一次スラスト軸受３４のすべての構
成部品の材質は錆（さび）が発生し難いステンレス鋼である。そのため、パラシュート取
付装置２０が飛翔体１０に取り付けられたまま長期（例えば、数年間以上）に亘って保管
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されても、潤滑剤が経年劣化して固化することによって一次スラスト軸受３４の回転が阻
害されてしまうことがない。また、該一次スラスト軸受３４は、一次傘３１が開傘する際
に短時間（例えば、１秒間以下程度）だけ回転すればよく、かつ、回転速度が低いので、
潤滑剤が付与されていなくても問題なく回転する。さらに、ボール５３、第一軸受ハウジ
ング５１及び第二軸受ハウジング５２の表面に錆が発生することがないので、長期に亘っ
て保管されても、ボール５３がスムーズに転動し、これにより、一次スラスト軸受３４は
スムーズに回転する。
【００２８】
　なお、該一次スラスト軸受３４は、数トン程度のスラスト荷重を受けるのに適した軸受
であれば、必ずしもスラスト玉軸受である必要はなく、例えば、転動体が円筒ころ又は円
錐ころであるスラストころ軸受であってもよい。
【００２９】
　また、前記一次本体部２１ａには、一次傘３１が開傘しないとき、すなわち、該一次傘
３１の引張荷重を一次傘取付リング３３が受けないときに一次スラスト軸受３４が回転す
ることを防止する回転防止部材としての一次スプリング３５が配設されている。該一次ス
プリング３５が一次スラスト軸受３４を押圧することによって、該一次スラスト軸受３４
が自由に回転することが抑制される。また、前記一次本体部２１ａには、一次スラスト軸
受３４を保持するための押さえ金具としてのリテーナ３６が配設されている。
【００３０】
　一方、前記二次本体部２１ｂには、二次傘４１が接続される二次傘ハウジング４２が、
二次傘回転機構としての二次スラスト軸受４４を介して、回転可能に取り付けられている
。なお、前記二次傘ハウジング４２は、二次傘４１の吊索としての後述される二次吊索４
１ａの基端が接続される吊索接続部としての二次傘取付リング４３を備える。
【００３１】
　前記二次スラスト軸受４４は、一次スラスト軸受３４と同様の構造を備えるものであり
、二次傘４１が開傘したときに二次傘取付リング４３が受ける引張荷重のようなスラスト
荷重を受けてもスムーズに回転することができる。そして、一次スラスト軸受３４と同様
に、潤滑剤を含んでおらず、かつ、二次スラスト軸受４４のすべての構成部品の材質がス
テンレス鋼であるので、長期に亘って保管されても、二次スラスト軸受４４はスムーズに
回転する。なお、該二次スラスト軸受４４も、一次スラスト軸受３４と同様に、スラスト
荷重を受けるのに適した軸受であれば、必ずしもスラスト玉軸受である必要はなく、例え
ば、転動体が円筒ころ又は円錐ころであるスラストころ軸受であってもよい。
【００３２】
　また、前記二次本体部２１ｂには、二次傘４１の引張荷重を二次傘取付リング４３が受
けないときに二次スラスト軸受４４が回転することを防止する回転防止部材としての二次
スプリング４５が配設されている。該二次スプリング４５が二次スラスト軸受４４を押圧
することによって、該二次スラスト軸受４４が自由に回転することが抑制される。また、
前記二次本体部２１ｂには、二次スラスト軸受４４を保持するための押さえ金具としての
スペーサ４６が配設されている。
【００３３】
　さらに、パラシュート取付装置２０は、カプセル１１の制御装置５９に電気的に接続さ
れ、電気信号等を伝達する接続ハーネス２６を備える。なお、該接続ハーネス２６の自由
端には前記制御装置５９のコネクタに連結されるコネクタ２７が接続されている。また、
パラシュート取付装置２０は、ドローグガン、一次傘リリース機構２２ａの一次傘３１及
び二次傘リリース機構２２ｂの二次傘４１の開傘動作を行わせるための装置も備える。
【００３４】
　次に、前記構成のパラシュート取付装置２０の動作について説明する。まず、飛翔体１
０を減速させる動作全般の概略について説明する。
【００３５】
　図４は本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置を有する飛翔体を減速させる
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動作を示す図である。なお、図４において、（ａ）～（ｅ）は飛翔体を減速させる動作の
各段階を示す図である。
【００３６】
　まず、図４（ａ）に示されるように、飛翔体１０は超音速で空中を飛翔する。そして、
制御装置５９から一次傘３１を開傘させるための指令を受けると、パラシュート取付装置
２０が備えるドローグガンが作動し、図４（ｂ）に示されるように、後方に向けてスラグ
５６が打ち出される。すると、該スラグ５６に接続されたプレート展張索５６ａによって
、ドローグプレート５７が後方に向けて引き出され、さらに、該ドローグプレート５７が
空気流を受けて前記ドローグプレート５７に接続された一次傘展張索５７ａにより、一次
傘３１が後方に向けて引き出される。
【００３７】
　そして、図４（ｃ）に示されるように、一次傘３１は空気流によって開傘する。すると
、開傘した一次傘３１の傘体が空気抵抗を受け、一次吊索３１ａを介して、パラシュート
取付装置２０を後方に引っ張ることによって減速手段として機能するので、飛翔体１０は
減速し、その飛翔速度は超音速から音速以下にまで低下する。
【００３８】
　続いて、制御装置５９から二次傘４１を開傘させるための指令を受けると、パラシュー
ト取付装置２０が備える一次傘リリース機構２２ａが作動して、図４（ｄ）に示されるよ
うに、開傘した一次傘３１が一次本体部２１ａとともにパラシュート取付装置２０から切
り離され、前記一次本体部２１ａに接続された二次傘展張索５８によって、二次傘４１が
後方に向けて引き出される。
【００３９】
　そして、図４（ｅ）に示されるように、二次傘４１は空気流によって開傘する。すると
、開傘した二次傘４１の傘体が空気抵抗を受け、二次吊索４１ａを介して、パラシュート
取付装置２０を後方に引っ張ることによって減速手段として機能するので、飛翔体１０は
減速し、その飛翔速度は更に低下する。
【００４０】
　次に、パラシュート取付装置２０がロールモーメントを吸収する動作について説明する
。ここでは、説明の都合上、一次傘３１が開傘する場合についてのみ説明する。
【００４１】
　図５は本発明の実施の形態におけるパラシュートの開傘によって発生するロールモーメ
ントを説明する図、図６は本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置の一次傘が
開傘した状態の断面図、図７は本発明の実施の形態におけるパラシュートの開傘によって
発生するロールモーメントを吸収する動作を示す図である。なお、図７において、（ａ）
～（ｃ）はパラシュートが開傘する動作の各段階を示す図である。
【００４２】
　まず、一次傘３１が後方に向けて引き出されるとき、図７（ａ）に示されるように、一
次吊索３１ａは捩れたままの状態で展張する。
【００４３】
　そして、図５に示されるように、一次傘３１が空気流によって開傘すると、開傘した一
次傘３１の傘体が空気抵抗を受け、矢印Ａで示されるような引張荷重が発生する。該引張
荷重は、一次吊索３１ａを介して、運搬物１２の後端に取り付けられたパラシュート取付
装置２０に伝達されるが、一次吊索３１ａの捩れは前記引張荷重によって元に戻って解消
する。そして、一次吊索３１ａの捩れが元に戻る際に、矢印Ｂで示されるようなロールモ
ーメントが発生する。なお、該ロールモーメントの方向は、一次吊索３１ａの捩れの方向
によって決定されるものであり、一定ではない。
【００４４】
　この場合、前記一次吊索３１ａの基端は、図６に示されるように、一次傘ハウジング３
２の一次傘取付リング３３に接続されている。そして、一次傘ハウジング３２は、一次ス
ラスト軸受３４を介して、一次本体部２１ａに取り付けられているのであるから、一次吊
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索３１ａを介して図６における右方向に引っ張られるような前記引張荷重を受けた状態で
あっても、一次本体部２１ａに対して回転することができる。すなわち、前述のように、
一次傘取付リング３３が一次吊索３１ａを介して受ける引張荷重によって、一次傘ハウジ
ング３２が図６における右向きの力を受け、一次傘ハウジング３２に取り付けられた第二
軸受ハウジング５２が一次本体部２１ａに取り付けられた第一軸受ハウジング５１に対し
て押圧されても、第一軸受ハウジング５１と第二軸受ハウジング５２との間に介在するボ
ール５３が転動することによって、第二軸受ハウジング５２が第一軸受ハウジング５１に
対してスムーズに回転することができる。
【００４５】
　そのため、図７（ｂ）に示されるように、パラシュート取付装置２０内において、一次
傘ハウジング３２及び一次傘取付リング３３が矢印Ｃで示されるように回転し、前記ロー
ルモーメントを吸収する。なお、回転の方向は、ロールモーメントの方向によって決定さ
れるものであり、一定ではない。これにより、一次本体部２１ａがロールモーメントを受
けることがないので、一次本体部２１ａを含む本体部２１、該本体部２１を運搬物１２の
後端に取り付ける取付部２４、及び、運搬物１２は、ロールモーメントを受けることがな
く、回転することがない。このように、パラシュート取付装置２０が回転しないので、図
７に示されるようにカプセル１１に取り付けられた制御装置５９とパラシュート取付装置
２０とを接続している接続ハーネス２６が破断することがない。また、取付部２４及びス
トッパ２５が損傷を受けたり破損したりしてしまうことがない。さらに、運搬物１２が回
転しないので、固定部材１３が損傷を受けたり破損したりしてしまうことがなく、また、
運搬物１２がカプセル１１の内面と摺（しゅう）接して損傷を受けたり破損したりするこ
とがない。
【００４６】
　そして、一次吊索３１ａの捩れが元に戻ると、図７（ｃ）に示されるようになる。
【００４７】
　ここでは、一次傘３１が開傘する場合について説明したが、二次傘４１が開傘する場合
も同様である。すなわち、二次傘４１が二次傘ハウジング４２から後方に向けて引き出さ
れるとき、二次吊索４１ａは捩れたままの状態で展張する。そして、二次吊索４１ａの捩
れが元に戻る際にロールモーメントが発生するが、二次吊索４１ａの基端が接続された二
次傘取付リング４３を備える二次傘ハウジング４２は、二次スラスト軸受４４を介して、
二次本体部２１ｂに取り付けられているので、引張荷重を受けた状態であっても、二次本
体部２１ｂに対して回転することができる。これにより、該二次本体部２１ｂがロールモ
ーメントを受けることがないので、二次本体部２１ｂを含む本体部２１、該本体部２１を
運搬物１２の後端に取り付ける取付部２４、ストッパ２５及び運搬物１２は、ロールモー
メントを受けることがなく、回転することがない。
【００４８】
　このように、本実施の形態において、パラシュート取付装置２０は、カプセル１１、及
び、該カプセル１１内に収納された運搬物１２を備える飛翔体１０を超音速から減速させ
るパラシュートを取り付ける装置であって、取付部２４を介して運搬物１２に取り付けら
れる本体部２１と、一次傘３１及び二次傘４１の吊索が接続される一次傘取付リング３３
及び二次傘取付リング４３と、前記一次傘取付リング３３及び二次傘取付リング４３を一
次本体部２１ａ及び二次本体部２１ｂに対して回転可能に取り付ける一次スラスト軸受３
４及び二次スラスト軸受４４とを有する。
【００４９】
　これにより、一次傘３１及び二次傘４１の開傘によって飛翔体１０の飛翔速度が超音速
から低下するときに、数トン程度の大きな引張荷重を受けても、一次傘取付リング３３及
び二次傘取付リング４３が一次本体部２１ａ及び二次本体部２１ｂに対してスムーズに回
転することができる。そのため、吊索の捩れが元に戻る際に生じるロールモーメントが取
付部２４や運搬物１２に伝達されることがない。したがって、取付部２４及びストッパ２
５が損傷を受けたり破損したりしてしまうことがない。また、運搬物１２がカプセル１１
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に対して回転することがないので、運搬物１２がカプセル１１の内面と摺接して損傷を受
けたり破損したりすることがない。そして、一次傘３１及び二次傘４１が確実に開傘し、
飛翔体１０の飛翔速度を確実に低下させる。さらに、運搬物１２は、カプセル１１内に収
納されているので、飛翔速度が超音速であっても、損傷を受けることがない。
【００５０】
　また、一次傘３１が第一段で開傘し、二次傘４１が第二段で開傘して、飛翔体１０を二
段階で減速させる。これにより、飛翔体１０の飛翔速度を超音速から音速以下にまで確実
に低下させることができる。
【００５１】
　さらに、一次スラスト軸受３４及び二次スラスト軸受４４は、ステンレス鋼から成るボ
ール５３を備えるとともに、潤滑剤を含まないものである。これにより、パラシュート取
付装置２０が飛翔体１０に取り付けられたまま長期に亘って保管されても、潤滑剤が経年
劣化して固化することによって一次スラスト軸受３４及び二次スラスト軸受４４の回転が
阻害されてしまうことがない。
【００５２】
　さらに、二次本体部２１ｂは、二次傘リリース機構２２ｂによって取付部２４に分離可
能に接続され、一次本体部２１ａは、一次傘リリース機構２２ａによって二次本体部２１
ｂに分離可能に接続されている。これにより、適切なタイミングで適切に一次傘３１及び
二次傘４１を切り離すことができる。
【００５３】
　さらに、カプセル１１は、一次傘３１及び二次傘４１の開傘を制御する制御装置５９を
備え、パラシュート取付装置２０の本体部２１には制御装置５９と接続される接続ハーネ
ス２６が接続される。これにより、一次傘３１及び二次傘４１の開傘のタイミングを適切
に制御することができる。また、運搬物１２がカプセル１１に対して回転することがない
ので、接続ハーネス２６が切断されてしまうこともない。
【００５４】
  なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置を有する飛翔体を示す図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置の軸受を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置を有する飛翔体を減速させる
動作を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるパラシュートの開傘によって発生するロールモーメ
ントを説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるパラシュート取付装置の一次傘が開傘した状態の断
面図である。
【図７】本発明の実施の形態におけるパラシュートの開傘によって発生するロールモーメ
ントを吸収する動作を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０　　飛翔体
１１　　カプセル
１２　　運搬物
２０　　パラシュート取付装置
２１ａ　　一次本体部
２１ｂ　　二次本体部
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２４　　取付部
２６　　接続ハーネス
３１　　一次傘
３１ａ　　一次吊索
３３　　一次傘取付リング
３４　　一次スラスト軸受
４１　　二次傘
４１ａ　　二次吊索
４３　　二次傘取付リング
４４　　二次スラスト軸受
５３　　ボール
５９　　制御装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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